
‭介 護 予 防 訪 問 介 護・日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 重 要 事 項 説 明 書‬
‭（令和７年４月１日現在）‬

‭1.‬ ‭当法人が提供するサービスについての相談窓口‬

‭　　　　　  電話番号　０４２－４７２－１３３０(午前８時３０分～午後５時３０分)‬

‭　　　　　　FAX番号　 ０４２－４７９－１０２５(随時受け付けます)‬

‭　　　　　‬

‭　　　　　　担当　サービス提供責任者：‬‭　　　　　　　　　　　　　　　　‬

‭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※ご不明な点は、何でもお尋ねください。‬

‭2.‬ ‭パレ・フローラ指定訪問介護事業所の概要‬

‭（１）提供できるサービスの種類と地域‬

‭事業所番号‬ ‭１３７４８００２６４‬

‭事業所名‬ ‭パレ・フローラ指定訪問介護事業所‬

‭所在地‬ ‭東久留米市下里４－２－５０‬

‭サービス提供地域　※‬ ‭東久留米市‬

‭（２）職員の体制‬

‭資　格‬ ‭常　勤‬ ‭非常勤‬ ‭業務内容‬ ‭計‬

‭管理者‬ ‭介護福祉士‬

‭(他の業務と兼務)‬

‭1名‬ ‭サービス提供責任者‬

‭兼務‬

‭１名‬

‭サービス提供責任者‬ ‭介護福祉士‬ ‭2名以上‬ ‭専従2名‬

‭管理者兼務１名‬

‭3名以上‬

‭従事‬

‭者‬

‭介護福祉士‬ ‭3名‬ ‭1４名‬ ‭1７名‬

‭１級課程修了者‬ ‭名‬ ‭名‬

‭２級課程修了者‬ ‭　  ２名‬ ‭２名‬

‭（３）営業日および営業時間‬

‭営業日は月曜日から土曜日。ただし、特例として日曜日並びに祝祭日の営業も行う。‬

‭営業時間、午前８時３０分から午後５時３０分とする。なお、夜間早朝、深夜についてはこの限りではない。‬

‭サービスの提供時間帯‬

‭　‬
‭形態‬

‭通常時間帯‬

‭8:00～18:00‬

‭早朝‬

‭6:00～8:00‬

‭夜間‬

‭18:00～22:00‬

‭月～土‬ ‭滞在‬ ‭○‬ ‭○‬ ‭○‬

‭　　　　※日曜日・祝日の滞在派遣については、ご相談ください。‬

‭3.‬ ‭サービス内容　　　　‬

‭身体介護‬ ‭・食事介助、入浴介助、排泄介助、清拭、体位交換　等‬

‭生活援助‬ ‭・食事介助、買い物、調理、掃除、洗濯　等　‬

‭支援強化型‬ ‭・上記通常介護に加えリハビリ職が月１回助言（３か月）‬

‭支え合い型‬ ‭・買い物、調理、掃除等の生活援助‬

‭4.‬ ‭利用料金‬

‭　　　（１）利用料‬

‭事業者が実施するサービスを提供した場合の利用料の額は別紙２に定めるものとし当該サービスが法廷受領代理受領サー‬

‭ビスである時は、介護保険負担割合証に記載されている割合額とする。ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利‬

‭用は全額お客様の負担となります。‬

‭　　＜料金表＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）　　　　‬

‭■総合支援事業　（総合事業型・支援強化型）‬

‭要支援１・要支援２‬ ‭１月につき‬ ‭短期入所生活介護を利用した時、介護認定が月の‬

‭途中で変更になった場合及び同保険者内での引っ‬

‭越し等で事業所が変更になり契約期間が１ヶ月満‬

‭たない場合は日割り計算となります。（日割り計算‬

‭の場合の分母３０．４）‬

‭（Ⅰ）週１回程度の利用‬ ‭１２，９９４‬

‭（Ⅱ）週２回程度の利用‬ ‭２５，９５６‬

‭（Ⅲ）週３回程度の利用‬ ‭　     　４１，１８３‬

‭契約期間が１ヶ月に満たない場合‬ ‭１日につき‬

‭（Ⅰ）週１回程度の利用‬ ‭　　　　４３０‬

‭（Ⅱ）週２回程度の利用‬ ‭　　　　８５０‬



‭（Ⅲ）週３回程度の利用‬ ‭　　１，３５９‬

‭■総合支援事業　　　（事業対象者）‬

‭要支援１・要支援２‬ ‭１月につき‬

‭（Ⅰ）週１回程度の利用‬ ‭１２，９９４‬

‭（Ⅱ）週２回程度の利用‬ ‭２５，９５６‬

‭（Ⅲ）週３回程度の利用‬ ‭　４１，１８３‬

‭契約期間が１ヶ月に満たない場合‬ ‭１日につき‬

‭（Ⅰ）週１回程度の利用‬ ‭４３０‬

‭（Ⅱ）週２回程度の利用‬ ‭　　　　８５０‬

‭（Ⅲ）週３回程度の利用‬ ‭　　１，３９５‬

‭通常の実施地域を越える交通費‬ ‭実費相当‬

‭　自動車を利用した場合‬

‭事業所から通常の事業実施区域を越え１㎞ごとに５０円‬

‭加算‬

‭初回加算　‬

‭２００単位／月　　　　　　　　　　　　‬

‭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２，２１０‬

‭新規に訪問介護計画を作成したお客様に対して初回に実施した予防訪‬

‭問介護同月内にサービス提供責任者が自ら予防訪問介護行う又は同行‬

‭訪問した場合。‬

‭生活機能向上連携加算（Ⅰ）‬

‭１００単位／月　‬

‭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，１０５‬

‭お客様に対して、指定訪問リハビリテーション事業所の理‬

‭学療法士、作業療法士又は言語療法士が、指定訪問リハビリを行った際‬

‭に、サービス提供責任者が同行し、理学療法士等とお客様の身体の状‬

‭況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした訪問介‬

‭護計画を作成した場合であって、理学療法士と連携し、当該訪問介護計‬

‭画に基づく指定訪問介護を行った時は、初回の指定訪問介護が行われ‬

‭た日の属する月以降3ヶ月の間、1ヶ月につき加算する。当該リハビリテー‬

‭ション専門職等は通所リハ等のサービス提供の場において、または、ＩＣ‬

‭Ｔを活用した動画等によりお客様の状態を把握した上で助言を行うことを‬

‭定期的に評価する。‬

‭生活機能向上連携加算（Ⅰ）‬

‭２００単位／月　‬

‭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２，２１０‬

‭自立支援・重度化防止に資する介護を推進するため、訪問リハビリテー‬

‭ション・通所リハビリテーションの理学療法士等がお客様宅を訪問する場‬

‭合に加えてリハビリテーションを実施‬

‭している医療提供施設のリハビリテーション専門職や医師が訪問して行‬

‭う場合について評価するとともに評価を充実する。‬

‭介護職員処遇改善加算（Ⅰ）‬ ‭介護給付費(介護職員処遇改善加算を除いた１月の総利用単位数)×　　‬

‭２４．５％×報酬単位  （１１．０５円）‬

‭（２）償還払いの場合には、一旦お客様が介護報酬を全額支払い、その後領収書を添付して区市町村に請求‬

‭　　すると介護保険負担割合証に記載され割合額を除く額の還付が得られます。‬

‭（３）交通費は、付き添い等で交通機関を使用する場合、または通常の実施地域を超える交通費は実費を頂きます。‬

‭（４）その他‬

‭　①お客様のお住まいで、サービスを提供するために必要な、水道、ガス、電気、電話等の費用はお客様のご負担に‬

‭　なります。‬

‭　②料金のお支払いは毎月２０日頃までに前月分の請求をいたしますので、末日までにお支払いください。お支払い‬

‭　いただきますと領収書を発行します。お支払方法は、郵便振替口座、口座引落、現金集金の３通りの中からご契約の‬

‭　際にお選び下さい。‬

‭5.‬ ‭サービスの利用方法‬

‭（１）サービスの利用開始‬

‭　サービスの提供の依頼を受けた後、契約を結び、介護予防訪問介護計画等を作成して、サービスの提供を開始します。‬

‭　※介護サービス・支援計画表（ケアプラン）の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。‬

‭（２）サービスの終了‬

‭　①お客様のご都合でサービスを終了する場合‬

‭　　サービスの終了を希望する日の１週間までに文章でお申し出ください。‬

‭　②当事業所の都合でサービスを終了する場合‬

‭　　人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がございます。その場合は、終了１ヶ月前までに‬

‭　　文章で通知いたします。　‬

‭　③自動終了‬

‭　　以下の場合は、双方の文章がなくても、自動的にサービスを終了いたします。‬



‭　　・お客様が介護保険施設等に入所した場合‬

‭　　・日常生活支援総合事業等でサービスを受けていたお客様の要支援認定区分が非該当（自立）又は要介護状態と認定された‬

‭　　　場合‬

‭　　・お客様がお亡くなりになった場合や被保険者資格を喪失した場合‬

‭　④その他‬

‭　　・当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、お客様やご家族などに対して‬

‭　　社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当事業所が破産した場合‬

‭　　お客様は文書で解約を通知することによってすぐにサービスを終了することができます。‬

‭　　・お客様が、サービス利用料金の支払いを３か月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず３０日‬

‭　　以内に支払わない場合、またはお客様やご家族の方などが当法人や当事業所のサービス従業者に対して本契約を‬

‭　　継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文章で通知することにより、すぐにサービスを終了させていただく‬

‭　　場合があります。‬

‭6.‬ ‭当法人の日常生活支援総合事業等サービスの特徴等‬

‭（１）運営の方‬

‭　①「その人らしさ」の継続と、健康で明るく豊かな高齢期の生活実現のため、持てる機能を最大限に活用し保健、　　医療、福祉の‬

‭各サービスと連携した質の高いサービスを提供します。‬

‭　また、お客様の権利擁護と個人の尊厳を守り、お客様の可能性を信じた生涯学習の視野をもって自立を援助しま‬

‭　す。さらに、サービス提供事業者として、常に自らの提供するサービスの質の評価を行い改善に努力します。‬

‭　②お客様個々のケースファイルを作成し、アセスメントの情報、介護予防サービス・支援計画表等のお客様の生活状　況や支援の‬

‭方針に関する情報と併せて、介護予防訪問介護サービス利用状況や目標達成状況についても記録します。‬

‭　③お客様・家族の生活状況を常に把握するように努め、時期を逃さずに対応できる体制を整えます。‬

‭　④サービス内容は下記のとおりです。‬

‭　　ア　身体介護：食事・排泄・入浴・清拭・整容・洗髪・部分浴・移動体位交換・衣類交換・水分補給・通院等‬

‭　　イ　生活援助：調理・洗濯・掃除・買物・その他（ゴミ捨て・布団干し）‬

‭　　ウ　その他：相談・助言・関係機関との連絡調整等‬

‭（２）サービスの利用のために‬

‭事　項‬ ‭有　無‬ ‭備　考‬

‭ホームヘルパーの変更の可否‬ ‭有‬ ‭変更希望の方はお申し出下さい。‬

‭男性ヘルパーの有無‬ ‭無‬

‭従業員への研修の実施状況‬ ‭有‬

‭サービスマニュアルの作成‬ ‭有‬

‭個人情報の使用同意書‬ ‭有‬

‭7.‬ ‭緊急時の対応‬

‭　　サービスの提供中に容態の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医、救急隊、親族、居宅介護支援事業者等　‬

‭　　へ連絡いたします。‬

‭8.‬ ‭.事故発生時の対応‬

‭　①お客様に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、応急措置、医療機関への搬送等の措置を講じ、‬

‭　速やかに市町村及びご家族に連絡するとともに、顛末記録、再発防止対策に努めその対応について協議します。‬

‭　②お客様に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかにすることと‬

‭　します。ただし、事業所及び従業員の責に帰すべからざる事由による場合はこの限りではありません。‬

‭9.‬ ‭虐待の防止に向けた取り組み‬

‭　　　　虐待の発生又はその再発を防止するため、次の通り必要な措置を講じています。‬

‭　　　　　・虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期開催及び職員に対する結果の周知‬

‭　　　　　・虐待の防止の為の指針を整備‬

‭　　　　　・従業者に対する虐待の防止の為の研修実施‬

‭10.‬ ‭.サービス内容に関する苦情‬

‭（１）当法人お客様相談・苦情担当‬

‭　　　担当　苦情受付担当　　‬‭木村　綾子‬

‭　　　受付時間　　月～土曜日　８：３０～１７：３０‬

‭　　　電話番号　０４２－４７２－１３３０／FAX番号　０４２－４７９－１０２５‬

‭（２）その他‬

‭　①東久留米市　相談・苦情窓口　　　東久留米市福祉保健健康部介護福祉課　電話０４２－４７０－７７７７‬

‭　②東京都国民健康保険団体連合会　苦情相談窓口　東京都国民健康保険団体連合会‬

‭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話０３－６２３８－０１７７‬

‭（３）苦情の対応手順‬

‭　①受け付けた苦情を「苦情又は意見・要望連絡票」に記載します。‬



‭　②苦情申し出人に苦情の内容確認を行います。‬

‭　③「苦情受付書」により施設長及び苦情解決責任者・第三者委員に報告を行います。‬

‭　苦情解決案を検討し苦情申立人へ解決策の提示を行います。‬

‭　④苦情申立人との話し合いの結果を「話し合い結果記録書」に記載し、同席者に話し合いの内容と相違ないかの確認　を行いま‬

‭す。‬

‭　⑤話し合いの結果に基づいた業務改善を行います。‬

‭　⑥「改善結果報告書」を苦情申立人に送付し、改善状況を報告します。‬

‭　⑦日常的な業務の改善、サービス向上に反映する方法を検討し、改善に努めます。‬

‭11.‬ ‭.個人情報の取り扱いについて（秘密保持）‬

‭（１）お客様のサービス利用に係る個人情報の収集は、「個人情報の利用に係る同意書」に基づき、利用目的の範囲を　説明し、同意‬

‭を得た上で収集いたします。‬

‭（２）お客様及びご家族の個人情報の使用は、同意をいただいた利用目的の達成に必要な範囲において、適正に使用し　ます。‬

‭（３）同意または依頼のない限り、お客様およびその家族の個人情報を第三者に提供することはいたしません。‬

‭12.‬ ‭.当法人の概要‬

‭名称　法人種別　　　社会福祉法人　　竹恵会‬

‭代表者役職氏名　　　理事長　竹中　三津子‬

‭法人所在地・電話番号　東京都東久留米市下里四丁目２番５０号　　　　０４２－４７２－０６５７‬

‭　定款の目的に定めた事業‬ ‭施設・拠点等‬

‭１　特別養護老人ホーム「けんちの里」の設置経営‬

‭２　老人デイサービスセンター　パレ・フローラの設置経営‬

‭３　老人短期入所事業けんちの里の設置経営‬

‭４　老人デイサービスセンター　ガーデン・ほんむらの設置経営‬

‭５　老人居宅介護等事業　パレ・フローラ指定訪問介護事業所の経営‬

‭６　生活支援事業受託経営‬

‭７　居宅介護支援事業　けんちの里指定居宅介護支援事業所の経営‬

‭１　特別養護老人ホーム　１ケ所‬

‭２　短期入所生活介護　　 １ケ所‬

‭３　通所介護　　　　　　　　２ヶ所（３単位）‬

‭４　生活支援　　　　　　　　１ケ所‬

‭５　居宅介護支援事業所　１ケ所‬

‭介護予防訪問介護・日常生活支援事業の提供開始にあたり、契約書および本書面に基づいて重要事項の説明を行いました。‬

‭＜事業者＞‬

‭　　　　　（所在地）　　東久留米市下里４－２－５０‬

‭　　　　　（名称）　　　社会福祉法人　　竹　恵　会‬

‭　　　　　　　　　　　　パレ・フローラ指定訪問介護事業所‬

‭　　　　　　　　　　　　（事業所番号１３７４８００２６４）‬

‭　　　　　（説明者）　　サービス提供責任者　　　　　‬‭氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　印‬

‭私は、契約書および本書面により、事業者から介護予防訪問介護・日常生活支援総合事業についての重要事項の説明を‬

‭受けました。‬

‭　令和　　　年　　　月　　　日‬

‭　　＜お客様＞　　‬

‭　　　　　　‬‭　（氏名）　　　　　　　　　　　　　　　　　   印‬

‭　‬

‭　　＜代理人＞　‬

‭　　　　　　　　　　　‬‭　（氏名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印（続柄　　　　　　　　）‬


